
四日市市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年２月２８日 

                   四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第５号 

四日市市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市情報公開条例施行規則（平成１３年四日市市規則第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第１号様式から第９号様式までを次のように改める。 
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第１号様式（第２条関係） 

 整理番号 第    号 

 
行 政 情 報 開 示 請 求 書 

 

年  月  日 
 

  四 日 市 市 長 

請求者 氏  名 

 郵便番号 

 住  所 

 電話番号 

 

四日市市情報公開条例第６条第１項の規定に基づき、次のとおり行政情報の開示

を請求します。 

開示請求に係る行政情報

の名称又は内容 

 
 
 

 

希望する開示の方法 
 

該当する□にレ印 

 を付けてください 

 

 

文 書 等 
□ 閲覧 

□ 写しの交付（□郵送希望） 

電 磁 的 
記  録 

 及び 

マイクロ 

フィルム 

□ 視聴 
□ 用紙に出力したものの閲覧 

□ 用紙に出力したものの交付（□郵送希望） 

□ 複写したものの交付（□郵送希望） 

電磁的記録での開示ができない場合の他の方法に

よる開示希望の有無        □有 □無 

開示請求に係る通知書
への公印の押印の希望 

□本件開示請求に係る通知書への公印の押印を希望する。 
（公印の押印を希望する場合はレ点をご記入ください。） 
※ 本市では令和 7年 4月 1 日から公印の押印を原則廃止しており、
公印の押印をご希望されない場合は、公印を押しませんのでご了承ください。  

備    考  

（注意）１ 請求者の氏名及び住所は、法人その他の団体にあっては、その名称、事務 

     所又は事業所の所在地及び代表者の氏名を記入してください。 

    ２ 請求者が法人その他の団体の場合は、備考欄に連絡先となる方の氏名及び 

     電話番号を記入してください。 

    ３ 「開示請求に係る行政情報の名称又は内容」欄は、開示請求に係る行政情

報が特定できるように、具体的に記入してください。 

    ４ 希望する開示の方法が電磁的記録の場合は、電磁的記録媒体が存在しない 

     ときのほか、技術的な事情等により希望する方法で開示できないときがあり 

     ますので、他の方法による開示希望の有無にレ印を付けてください。 

      有の場合は、備考欄に第２希望の開示方法を記載してください。 

事務担当課               電話  （   ）     
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第２号様式（第４条第１号関係） 

 整理番号 第   号 

 
行 政 情 報 開 示 決 定 通 知 書 

   

                            第     号 

                            年  月  日 

 

           様  
 

四日市市長          
 

 

    年  月  日付けで開示請求がありました行政情報については、四日市市情

報公開条例第１０条第１項の規定に基づき、次のとおりその全部を開示することと決定

しましたので通知します。 

開示請求に 

係る行政情報 

開示請求者が 

請求した内容 

 
 
 
 
 
 

実施機関が特 

定した行政情

報の件名 

 
 
 
 
 

開示の日時   年  月  日 午前・午後  時  分 

□ 郵 送 
開示の場所  

開示を受けるこ
とができる期限 

    年  月  日 

事務担当課                 電話   （   ） 

備   考 
 

 

（注意）１ 行政情報の開示を受ける際は、この通知書を提示してください。 

    ２ 指定された日時が都合の悪い場合は、事前に事務担当課まで連絡してください。 

    ３ 開示請求をしたときに、郵送を希望されている場合は、「開示の日時」欄右の郵送 

にチェックしています。なお、開示請求に係る行政情報の郵送は、手数料及び郵送料

が支払われたことを確認したうえで行います。 

４ 開示は、必ず開示を受けることができる期限までに受けてください。開示の期限を

過ぎますと、本件開示決定に基づく開示を受けることができなくなりますので、ご注

意ください。 

    ５ この決定に対し第三者から審査請求があったときは、条例第１８条第２項の規定に 

より開示が停止されますので、ご了承ください。 
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第３号様式（第４条第２号関係） 

 整理番号 第    号 

 
行政情報部分開示決定通知書 

   

                             第     号 

                             年  月  日 

 
          様  
 

                四日市市長          
 
     年  月  日付けで開示請求がありました行政情報については、四日 

市市情報公開条例第１０条第２項の規定に基づき、次のとおりその一部を開示する 

ことと決定しましたので通知します。 

 

開示請求に 

係る行政情報 

 

開示請求者が 
請求した内容 

 
 
 
 

実施機関が特 
定した行政情
報の件名 

 
 
 

開示の日時     年  月  日 午前・午後  時  分 
□ 郵 送 

開示の場所  

開示を受けるこ
とができる期限 

    年  月  日 

不開示とする部分の概要 
 

不開示とする根拠規定  四日市市情報公開条例 第７条第 2項 第   号に該当 

根拠規定を適用する理由  

事務担当課                  電話     (  )     

備 考 
 
 

 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に四
日市市長に対して審査請求をすることができます。 
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か

月以内に、四日市市を被告として提起することができます。（なお、決定を知った日から６か月以内であっ
ても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 
ただし、審査請求を行った場合、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 
（注意）１ 行政情報の開示を受ける際は、この通知書を提示してください。 

    ２ 指定された日時が都合の悪い場合は、事前に事務担当課まで連絡してください。 

    ３ 開示請求をしたときに、郵送を希望されている場合は、「開示の日時」欄右の郵送にチェック 

しています。なお、開示請求に係る行政情報の郵送は、手数料及び郵送料が支払われたことを 

確認したうえで行います。 

    ４ 開示は、必ず開示を受けることができる期限までに受けてください。開示の期限を過ぎま
すと、本件開示決定に基づく開示を受けることができなくなりますので、ご注意ください。 

    ５ この決定に対し第三者から審査請求があったときは、条例第１８条第２項の規定により開示 

が停止されますので、ご了承ください。 
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第４号様式（第４条第３号ア関係） 

 整理番号 第    号 

 
行 政 情 報 不 開 示 決 定 通 知 書 

   

                             第     号 

                             年  月  日 

 
           様  
 
 

                四日市市長          

 
    年  月  日付けで開示請求がありました行政情報については、四日 

市市情報公開条例第１０条第３項の規定に基づき、次のとおりその全部を開示しな 

いことと決定しましたので通知します。 

 

開示請求に 

係る行政情
報 

 

開示請求者が 
請求した内容 

 

実施機関が特 

定した行政情
報の件名 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

不開示とする根拠規定 
四日市市情報公開条例 第７条第 2 項 第   号に
該当 

根拠規定を適用する理由 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

事務担当課                 電話     (  )     

備 考 
 
 
 

  この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に四 

日市市長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して 

６か月以内に、四日市市を被告として提起することができます。（なお、決定を知った日から６か月以内で 

あっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

ただし、審査請求を行った場合、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた 

日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 
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第５号様式（第４条第３号イ関係） 

 整理番号 第    号 

 
行政情報の存否を明らかにしない決定通知書 

   

                             第     号 

                             年  月  日 

 

 
           様  

 

                四日市市長          

 
 

    年  月  日付けで開示請求がありました行政情報については、四

日市市情報公開条例第１０条第３項の規定に基づき、次のとおり行政情報の存否を

明らかにしないことと決定しましたので通知します。 

 

 

 

開示請求に係る行政情報 

開示請求者が  

請求した内容  

 

 
  

行政情報の存否を明らか
にしない理由 

 
四日市市情報公開条例 第９条に該当 

事務担当課                電話     (  )     

備 考 
 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内 

に四日市市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して 

６か月以内に、四日市市を被告として提起することができます。（なお、決定を知った日から６か月以内で 

あっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

ただし、審査請求を行った場合、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受 

けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 
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第６号様式（第４条第３号ウ関係） 

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内 

に四日市市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して 

６か月以内に、四日市市を被告として提起することができます。（なお、決定を知った日から６か月以内で 

あっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

ただし、審査請求を行った場合、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた 

日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 

 

 整理番号 第    号 

 
行 政 情 報 不 存 在 決 定 通 知 書 

   

                             第     号 

                             年  月  日 

 
 
           様  
 
 

                四日市市長          
 
 

    年  月  日付けで開示請求がありました行政情報については、四

日市市情報公開条例第１０条第３項の規定に基づき、行政情報の不存在の決定をし

ましたので通知します。 

 

 

 

開示請求に係る行政情報 

開示請求者が  

請求した内容  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政情報が存在しない理由 

 

 

 

 

 

事務担当課                  電話     (  ) 

備 考 
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第７号様式（第５条第１項関係） 

 整理番号 第    号 

 
行政情報開示決定等期間延長通知書 

   

                             第     号 

                             年  月  日 

 
 
           様  
 
 
 

                四日市市長          
 

 
   年  月  日付けで開示請求がありました行政情報の開示決定等に

ついては、四日市市情報公開条例第１１条第２項の規定に基づき、次のとおりその

期間を延長しましたので通知します。 

 

 

開示請求に係る行政情報 

開示請求者が  

請求した内容 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 延長前の決定期間 

   年   月  日から 

              （ １５日間） 

   年   月  日まで 

延長後の決定期間 

   年   月  日から 

              （   日間） 

   年   月  日まで 

延 長 の 理 由 

 
 
 
 
 
 
 
 

事務担当課                 電話     (   )     

備 考 
 

 

 

  



 79 

第８号様式（第５条第２項関係） 

 整理番号 第    号 

 
行政情報開示決定等期間特例延長通知書 

  

                             第     号 

                             年  月  日 

 

 
           様  
 
 
 

                四日市市長          
 

 
    年  月  日付けで開示請求がありました行政情報の開示決定等に

ついては、四日市市情報公開条例第１２条の規定に基づき、次のとおりその期間を

延長しましたので通知します。 

 
 

開示請求に係る行政情報 

開示請求者が  

請求した内容 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

開示請求があった日から

起算して４５日以内に 

開示決定等をする部分 

 

残りの行政情報について 

開示決定等をする期限 
 

特 例 延 長 の 理 由 

 
 
 
 

事務担当課                電話     (   ) 

備 考 
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第９号様式（第６条第２項関係） 

 整理番号 第    号 

 
行政情報の開示に対する意見照会書 

   

                             第     号 

                             年  月  日 

 
           様  
 
 

                四日市市長          

 
四日市市情報公開条例第６条第１項の規定に基づく開示請求があった行政情報に、

あなたの情報が記録されています。 

 つきましては、当該行政情報を開示することについて、ご意見があれば、別紙「行

政情報の開示に対する意見書」により回答いただきますようお願いします。 

開示請求に係る行政

情報の件名 

 

 
 
 
 
 
 

開示請求に係る行政
情報のうち、あなたに
関する情報の内容 

 

意見書の提出を求め 

る理由 

 

意 見 書 の 提 出 先 
   

             電話   （   ）     

意見書の提出期限          年   月   日 

備 考 
 

 

（注意）１ この意見照会は、開示請求のあった行政情報を開示するかどうかの決定を 

行う際に参考とするため行うものです。 

    ２ 提出期限までに行政情報の開示に対する意見書の提出がない場合は、特に

意見がないものとして取り扱わせていただきます。 

 



 第１１号様式を次のように改める。 
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第１１号様式（第６条第４項関係） 

 整理番号 第    号 

 
意見照会に係る行政情報の開示決定についての通知書 

   

                             第     号 

                             年  月  日 

 
           様  
 

                四日市市長          
 
      年  月  日付けで意見書の提出がありました行政情報について

は、次のとおり開示することと決定しましたので、四日市市情報公開条例第１３条第

３項の規定に基づき通知します。 

意見書の提出があっ 

た行政情報の件名 

 
 
 
 
 
 

開示することとした 

あなたに関する情報 

の内容 

 

開示することとした 

理由 

 

開示を実施する日 年   月   日 

事務担当課                 電話    （   ）     

備 考 
 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 

四日市市長に対して審査請求をすることができます。ただし、開示を実施する日の前日（午後５時） 

までに審査請求がないときは、あなたに関する情報が開示されることとなります。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して 

６か月以内に、四日市市を被告として提起することができます。（なお、決定を知った日から６か月以内 

であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

ただし、審査請求を行った場合、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け 

た日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 

 



附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（総務部総務課） 


